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本日のご説明

１．民放事業者の電波利用

２．周波数オークションに関する民放の考え方

３．電波利用料に関する民放の考え方
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１．民放事業者の電波利用
～はじめに～
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地上放送 194社

ラジオ単営社 67社 （中波14社、短波１社、ＦＭ52社）

テレビ単営社 94社

ラジオ・テレビ兼営社 33社

衛星放送 12社 （うち音声放送のみ１社）

合計 206社

民放連会員社（2017年10月１日現在）

◇ 日本民間放送連盟(民放連)の使命は、
放送倫理水準の向上をはかり、放送事
業を通じて公共の福祉を増進し、その
進歩発展を期するとともに、会員共通
の問題を処理し、あわせて相互の親睦
と融和を図ることにあります。
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１．民放事業者の電波利用
～日本民間放送連盟について～



１．民放事業者の電波利用
～基幹放送の公共的役割～

●基幹放送は社会の基本インフラであり、割り当てられた周波数を

使って、公共的役割を果たしています。

・ 24時間・365日、途切れることなく番組や情報を送り届けています。

・ 国民・視聴者の知る権利に応えて健全な民主主義社会の発展に寄与していま

す（放送法第１条）。

・ 非常災害時のライフラインとして、国民の安心安全や生命財産を守るという極

めて重要な役割を担っています。

・ 災害対策基本法により、民放事業者は指定地方公共機関に指定されています。

広島土砂災害
（2014年8月）
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福島第一原発事故 １号機／ ３号機
（2011年3月）

茨城水害
（2015年9月）

１．民放事業者の電波利用
～基幹放送の公共的役割～
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Jアラート （2017年８月）

１．民放事業者の電波利用
～基幹放送の公共的役割～
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●地域免許制度のもと、民放事業者はそれぞれの地域に根ざし、

日々の暮らしに欠かせない基本的な情報を取材して、多様で豊

かな放送番組をあまねくお届けしています。

●地方創生が推進されるなか、これまで以上に地域民放（テレビ、

ラジオ）が果たす役割は重要です。

●国内ばかりではなく、放送コンテンツの海外展開を通じて、農林

水産品などの輸出拡大や、訪日外国人観光客の増加といった

大きな波及効果が期待されています。

１．民放事業者の電波利用
～地域に根ざした民放テレビ、ラジオ～
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１．民放事業者の電波利用
～2020年に向けた放送の取り組み～
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●東京オリンピック・パラリンピックが開催される2020年、さらに

将来に向けて、国民・視聴者に信頼され、期待される公共的役

割をしっかりと果たしてまいります。



１．民放事業者の電波利用
～2020年に向けた放送の取り組み～
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・ 開催国にふさわしい競技中継をおこない、大会を盛りあげるために、新技術を取

り入れながら準備を進めます。

・ 東京の狭いエリアで多数の競技中継・番組制作が集中します。特にマラソン、ヨッ

ト、自転車など、長距離を移動する競技の中継は大規模であり、FPU（映像伝送）

やワイヤレスマイク（音声伝送）などの無線局を多用します。

・ 総務省の電波監理のもと、使用可能な周波数をしっかりと検討し、周到に準備す

る必要があります。


